
平成２８年４月２日以降に育児休業を取得した男性労働者

が出た事業主に支給する助成金が創設されました！ 

～出生時両立支援助成金～ 

 

平成２８年４月１日付けで両立支援等助成金制度が改正され、「出生時両立

支援助成金」が新たに創設されました。 

この助成金は、男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りのための

取組を行い、男性労働者に一定の育児休業を取得させた事業主に助成します。 

 主な要件は以下のとおりです。詳細についてはお問い合わせください。 

①雇用保険適用事業所の事業主であること 

②過去３年以内に連続した１４日以上（中小企業事業主にあっては５日以上）

の育児休業を取得した男性労働者が生じていないこと 

③平成２８年４月１日以後かつ④の男性労働者の育児休業の開始日の前日まで

に、たとえば以下のような、男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作

りの取組を行っていること 

（イ）男性労働者を対象にした、育児休業制度の利用を促進するための資料等の周知 

（ロ）管理職による、子が出生した男性労働者への育児休業取得の勧奨 

（ハ）男性労働者の育児休業取得についての管理職向けの研修の実施 

④雇用保険被保険者として雇用する男性労働者に連続した１４日以上（中小企

業事業主にあっては５日以上）の育児休業を取得させたこと 

 ただし当該育児休業は、子の出生後８週間以内に開始していること 

 同一の子に係る育児休業を複数回取得している場合であっても、支給対象は

当該育児休業のうちいずれか１回のみです。 

⑤育児・介護休業法に基づく育児休業制度及び所定労働時間の短縮措置（育児

短時間勤務制度）を労働協約または就業規則に規定していること。 

⑥次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、本社が所

在する労働局へ届け出て、公表し、周知していること 

 

◆支給要領はこちら ※厚生労働省ホームページへリンクしています。 

※第１共通要領と８（2）出生時両立支援助成金の項目をごらんください。 

◆支給申請書様式はこちら 

◆Ｑ＆Ａはこちら 

 

お問い合わせ先：沖縄労働局 雇用環境・均等室 

電話：０９８－８６８－４４０３ 

※「出生時両立支援助成金について」とお伝えください。 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/shikyuuyouryou.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=346503&name=file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/syussyouji-youshiki-1.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/q-and-a-syussyouji.pdf

